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連載
中心市街地の再生に向けて
～認定基本計画の取り組み～

1．はじめに

岐阜市は、わが国のほぼ中央部である岐阜

県の南西部に位置し、人口約 41 万人、面積約 

203 km2 の規模を擁しています。また、名古屋市

からは約 30 km 圏内に含まれ JR で最短 17 分、

中部国際空港からは１時間以内の中部圏でも有

数の中核市であります。

また、緑豊かな金華山、岐阜城、清流長良川、

1300 年の歴史を誇る鵜飼、岐阜提灯、岐阜和傘

など自然と歴史・文化に恵まれています。戦国

時代は「美濃を制する者は天下を制する」とい

われた「斎藤道三・織田信長」の国盗りの舞台

となり、昔から人・物の流通拠点として発展し

てきました。江戸時代には尾張藩主の別荘的な

場所とされ、「岐阜御成（おなり）」と称して鵜

飼見物や金華山での狩りが行われるなど「尾張

の奥座敷」と呼ばれた自然環境にも優れた都市

であります。

こうした岐阜市が、改正中心市街地活性化法

に基づく中心市街地活性化基本計画（以下「基

本計画」という。）を策定し、平成 19 年 5 月 28

日、金沢市など他の 10 都市とともに内閣総理大

臣の認定を受けました。本稿では、本計画の策

定経緯、活性化の目標、基本計画に盛り込んだ

主な事業などを紹介していきます。

2．中心市街地の現状

岐阜市の中心市街地は、大きく「岐阜駅周辺」

と「柳ケ瀬」の二つの地域で構成されています

が、それぞれの現状は異なる様相を呈していま

す。

■活性化の兆しが見え始めた「岐阜駅周辺」

岐阜駅周辺は、JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅及び駅

から放射状に伸びる乗合バスの乗降場を有し、

交通結節機能としての役割を果たすとともに、

こうした優れた立地条件を活かして商業業務機

能が集積しています。

近年の都市基盤整備状況としては、平成 10 年

度に JR 鉄道高架事業の全事業が完成、現在、岐

阜駅北口の駅前広場整備事業が進められ、市制

120 周年を迎える平成 21 年度に完成する予定で

す。また、いくつかの市街地再開発事業が進展

しており、このうち岐阜駅西地区市街地再開発

事業は、商業施設、福祉・医療施設、高齢者向

け優良賃貸住宅、分譲マンション、スカイラウ

ンジ等で構成される 43 階建ての複合ビル（岐阜

シティ・タワー 43）として建設が進められてい

ます。新しい岐阜のランドマークとして平成 19

年 10 月中旬にグランドオープンする予定です。

小林　孝夫　岐阜市まちづくり推進部長

岐阜市の中心市街地活性化基本計画について
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岐阜駅北口駅前広場整備事業のイメージ

建設中の岐阜シティ・タワー 43

こうした都市基盤整備の進展に伴い、岐阜駅

周辺は活性化する兆しが見え始めています。

一方、岐阜駅周辺に立地していた大型店舗の

うち新岐阜百貨店、岐阜パルコがそれぞれ平成

17 年 12 月、平成 18 年 8 月に相次いで閉店、ま

た、終戦直後に JR 岐阜駅前で形成された繊維

問屋街は、繊維産業の海外展開と流通体系の変

化により衰退傾向にあることから、これらの問

題に対応することが課題となっています。

■退潮傾向に歯止めがかからない「柳ケ瀬」

中心市街地のもう一つの核を形成する「柳ケ

瀬」は、かつて映画館などの娯楽施設、各種小売

店や飲食店が軒をつらね、市内及び周辺地域の

住民、さらに岐阜に来訪した人々が利用する繁

華街として多くの人々でにぎわっていました。

しかし、平成 11 年以降、京都近鉄百貨店、長

崎屋、センサといった大型店舗が相次いで閉店

しました。このうち長崎屋とセンサは未だに空

き店舗の状態で残され、柳ケ瀬の退潮の象徴と

なっています。また、市郊外や周辺市町におけ

る相次ぐ大型店舗の新規出店に伴い、それまで

の柳ケ瀬の購買層がそれら店舗へ流出し、小売

業商品販売額や歩行者通行量の減少に歯止めが

かからない状況となっています。こうした状況

を打破することが大きな課題でありますが、こ

れまで決定打を打つことはできませんでした。

こうした中での明るい材料としては、柳ケ瀬

で唯一の百貨店となった「岐阜髙島屋」が平成

17 年 10 月にリニューアルオープン（店舗面積を

増床）、30 ～ 40 代前半の女性とその家族をター

ゲットにした品揃えの充実が行われました。こ

の結果、リニューアルオープン後 1 年間の販売

額が対前年比で約 2 割増を達成するとともに、1

年経過した後も好調さを維持しています。



90SHINTOSHI/Vol.61, No.7 / July 2007

岐阜髙島屋の全景とにぎわい状況

3．基本計画区域の設定

岐阜市では、改正前の中心市街地活性化法に

基づく基本計画（旧計画）を平成 11 年 3 月に策

定し、計 75 に及ぶ事業を設定しました。それら

事業の実施率は、平成 17 年度末現在で約 87％

に達していますが、結果的に中心市街地が活性

化するまでには至りませんでした。これは、対

象地域を広範囲に設定し、事業を多方面に展開

したこと、目標や戦略が必ずしも明確でなかっ

たこと、また、事業間の連携や相乗効果が組み

込まれずバラバラに実施しがちであったことな

どが反省点として挙げられます。

一方、平成 15 年には事業化に至っていない

再開発事業等の市街地整備を緊急かつ重点的に

推進するため、都市再生特別措置法に基づく都

市再生緊急整備地域として「岐阜駅北地域（約 

21 ha）」及び「柳ケ瀬通周辺地域（約 9 ha）」が

指定されました。また、限られた財源で最大の

効用を発現するためには、施策を集中し、効率

的かつ集中的に投資する必要があります。

こうした背景から今回の基本計画区域は、2

つの都市再生緊急整備地域を核とする約 100 ha

を設定しました。

なお、基本計画区域の北側に位置する官公

庁・公共施設ゾーン（約 70 ha）も、中心市街

地の居住者の暮らしを支え、生活を豊かにする

ものであることから、中心市街地との連携や役

割分担に留意することとしています。

4．基本計画の策定経緯

基本計画の策定準備は、法改正の約 1 年前、平

成 17 年 10 月に着手しました。ここでは、特に

地元との協議や意見交換を中心に紹介します。

■県都岐阜市のまちづくり協議会の設立

平成 17 年 10 月、岐阜県と岐阜市は、有識者、

経済界、地元自治会、交通事業者等と一体とな

り「県都岐阜市のまちづくり協議会」を設立し

ました。協議会では、おおむね先述の基本計画

区域を対象に中長期（概ね 10 ～ 15 年程度）の

活性化施策について約 1 年半にわたり協議を重

ね、平成 19 年 2 月、「県都岐阜市のまちづくり

構想」が取りまとめられました。

なお、協議会の委員には、法改正に合わせて

岐阜市が基本計画を策定する旨を当初より説明

し、基本計画の策定も視野に入れた議論をして

いただきました。

したがって、今回の基本計画は「県都岐阜市

のまちづくり構想」と整合性が図られたものと

なっています。
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基本計画区域

■中心市街地活性化協議会の設立

中心市街地活性化協議会は、平成 18 年 8 月

22 日、すなわち改正法の施行日と同日に設立し

ました。委員は有識者、経済界、権利者、駅前

関係団体、地元自治会、福祉団体、教育文化団

体、交通事業者、警察関係等で構成され、事務

局は岐阜商工会議所が担当しています。

なお、法第 15 条第 1 項第 1 号に規定する団

体（まちづくり系）として財団法人岐阜市にぎ

わいまち公社（平成 18 年 8 月 11 日、中心市街

地整備推進機構に指定）、法第 15 条第 1 項第 2

号に規定する団体（経済系）として岐阜商工会

議所が構成員となっています。

同協議会は、計 3 回の協議を経て、平成 19

年 3 月 27 日、「基本計画案は、岐阜市の中心市

街地を活性化させる計画として妥当なものであ

る。」という意見書を岐阜市に提出しました。

■多様な人々との意見交換

基本計画の策定には、住民等様々な主体の参

加・協力を得て地域ぐるみで取組むことが求め

られています。そこで、岐阜市では、策定過程

で様々な人々との意見交換を行いました。

例えば、経済産業省の選定により実施された

「中心市街地活性化の取組に対する診断・助言

事業」において、郊外部の住民、女性の会、消

費者団体、商業関係者及び再開発事業者に専門

家を交えたワークショップを計 3 回開催しまし

た。その他、岐阜駅周辺及び柳ケ瀬の商業団体

との意見交換会、中心市街地のまちづくり活動
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を始めた「ぎふ女子高生フォーラム」との意見

交換会などを実施しました。

5．中心市街地活性化の目標

基本計画における中心市街地活性化の目標

は以下の三点に絞り込みました。
中心市街地活性化の目標
（1）	まちなか居住の推進

総合的な生活環境が充実し、生活利便性が高く、
人のふれあいや生活文化にあふれた居住環境を備
えた、郊外部とは異なる中心市街地ならではの特長
を活かし、まちなか居住が推進される中心市街地を
形成する。

（2）	商業の活性化の増進
徒歩、自転車及び公共交通機関でのアクセス優位

性を活かし、地域コミュニティと一体となって中心
部の居住者の暮らしを支える商業サービスと広域
からの買回品、贈答品などの商業サービスを提供す
ることで、商業の活性化が増進される中心市街地を
形成する。

（3）	にぎわいの創出
まちなか居住を進めて居住者を集め、商業の魅力

を高めて買い物客を集める、こうして集まった人々
がまちなか歩き等により中心市街地を回遊する、こ
うした仕掛けを総合的に取組み、多様な人々が集
い、にぎわいが創出される中心市街地を形成する。

計画期間の約 5 年間で、中心市街地全体では

大型店舗撤退以前のにぎわいに満ちた中心市街

地の形成を目指すとともに、柳ケ瀬では日常生

活が便利に営める商業機能が集積するまちの形

成を目指しています。

6．数値目標の設定

中心市街地活性化の目標の達成状況を的確

に把握するため、各々の目標に対応して以下に

示す数値目標を設定しました。

■数値目標の設定手順

計画期間終了年次（目標年次）の数値目標は、

下記の①、②、③を積み上げて算定しました。

①	 これまでの傾向が続いた場合の目標値
岐阜市も地元も中心市街地の減退に対し危機意

識を持たず、何も対策を講じなかった場合は、過去
からの傾向が今後もそのまま継続することから、そ
の傾向が続いた場合の目標年次の数値を回帰式等
に当てはめて推計する。
② 	大規模開発事業等による効果が発現した時の目
標値
本基本計画に位置づけた大規模開発事業等を実

施した場合、どの程度中心市街地の活性化に寄与
し、目標年次の数値をどの程度押し上げるかを推計
する。
③	 ソフト施策や核事業の波及効果を加味した目標
値
数値目標のうち「小売業年間商品販売額」、「歩行

者通行量」については、地元商店街の意識が変わり、
個々の商店主の個店の魅力づくりへの取組み、販売
方法の工夫で売上向上を達成すれば、中心市街地全
体の商品販売額、歩行者通行量の増加につながる。
また、核店舗の立地による周辺の店舗の売上向上へ
の波及効果、中心部コミュニティバスの導入により
アクセス性が向上し来街者数が増加することによ
る波及効果も期待できる。こうしたことが、目標年
次の数値をどの程度押し上げるかを推計する。

■算定方法の工夫

岐阜市の基本計画では、数値目標の算定方法

を説明するページ数は計 29 ページに及び、他

市の認定基本計画のそれを大きく上回っていま

す。他市とこれだけのページ差が生じた理由

は、上記の②、③における原単位の設定方法を

工夫したことです。原単位とは、例えば、分譲

マンションを供給すると 1 戸当たり何人が居住

するか、商業床が増加すると単位床面積当たり

どれだけの販売額になるかといったものです。

以下に原単位の設定方法の一例を紹介します。

「商業床が増加すると歩行者通行量がどれだ

け増加するか」については、平成 17 年 10 月に

リニューアルオープンした岐阜髙島屋の周辺の

歩行者通行量のリニューアルオープン前後の増

減を調査し、それを増床面積で割り戻して原単

位を設定しました。

「商店街の個店の意識改革が個店の売上をど

の程度上げるか」については、商店街が主催し

た「販売戦略セミナー」を受講し、その習得内
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数値目標

容を実践した個店に実践前後の売上額の増減を

聞き取り調査して原単位を設定しました。

このように、数値目標の算定に必要となる原

単位については、種々の実態調査等を活用する

とともに、聞き取り調査等も実施して、多くは

岐阜市独自で設定しました。

7．中心市街地活性化に資する主な事業

基本計画には、中心市街地活性化に資する事

業として 52 事業を位置づけました。以下に主な

事業を紹介します。

［問屋町西部南街区市街地再開発事業］

中小アパレル問屋が集積する当地区におい

て、JR 岐阜駅前という優れた立地条件を活か

し、市街地再開発事業により住宅及び商業、業

務施設の整備を進めます。

問屋町西部南街区市街地再開発事業のイメージ

［高島屋南地区市街地再開発事業］

当地区は岐阜髙島屋に隣接しており、市街地

再開発事業による商業施設、公共施設、住宅や

駐車場などの整備を進めます。また、本事業の

進捗に合わせて公共施設の具体的内容を明確化

し、その設置に努めます。

高島屋南地区市街地再開発事業のイメージ

［柳ケ瀬通北地区市街地再開発事業］

県下一の繁華街である柳ケ瀬の中心に位置

する当地区において、市街地再開発事業による

商業施設と居住機能の整備を進めます。

［駅前交流拠点施設整備事業］

昨年閉鎖した旧ぱるるプラザ岐阜について、

地域の文化・交流活動の支援、既存産業の活性

化と今後見込まれる産業の多様化への支援等の
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事業及び措置の実施箇所図
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機能を発揮する文化産業交流センターの整備を

進めます。

旧ぱるるプラザ岐阜の全景

［金公園・金神社地区の拠点広場事業］

セントラルパーク的な役割を果たす金公園

を、市民の憩いの場として、また、まちなかの

回遊路と一体化した魅力的な公園とするため、

道路と公園の段差を解消するためのスロープや

ゆるやかな階段を設置するとともに、隣接する

金神社、文化センターの敷地と融合する広場空

間の形成に努めます。

［大規模小売店舗立地法の特例措置］

大店立地法の規制の実質的な撤廃措置であ

る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定

を岐阜県に行うよう要請し、センサ、長崎屋、

パルコ、新岐阜百貨店跡地といった大型店舗撤

退跡地等への大型店舗の誘致を図ります。

［商店街からの提案による通りごとの活性化

（柳ケ瀬地区商店街活性化提案事業）］

総花的な商店街支援から地域の自主性・創造

性を基軸とした支援に改めるため、独自の商業

活性化に積極的に取組む「通り」を重点的に支

援し、「通り」ごとの魅力や施策、さらに取組み

のパッケージ化を進めます。

［中心部コミュニティバス推進事業］

中心部全域から柳ケ瀬へのアクセス性を向

上するため、利便性が高く回遊性・歩行支援の観

点からコミュニティバスの導入を推進します。

コミュニティバス運行経路のイメージ

8．中心市街地活性化の実現に向けて

岐阜市の基本計画は、内閣総理大臣の認定を

受けましたが、それだけで中心市街地が活性化

するものではありません。基本計画に掲載した

事業をいかに確実に実施するか、それが活性化

の鍵を握るものであり、そうした意味では、現

在はまさにスタートラインに立った状況といえ

ます。

事業を確実に実施するためには、その進行

管理を行う推進体制が重要です。その体制とし

て、まず庁内では、副市長をトップに関係部長

で構成する「中心市街地活性化推進会議」を設

置し、事業推進状況の把握や横断的事項に関す

る協議を行います。また、実際に事業を担当す

る室長等で構成する「中心市街地活性化担当室

長等連絡会議」を推進会議の下に位置づけ、事

業の進捗管理、複数の部署に関わる事業の調整

を行います。

一方、地元と行政による体制としては、先述
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した「中心市街地活性化協議会」において基本

計画の進行確認を行うとともに、事業実施に関

する意見交換を行います。また、活性化の取組

みを強力に推進する必要がある柳ケ瀬では、商

店街振興組合、地元自治会、NPO 法人等と岐阜

市で「柳ケ瀬プロデュース組織」を立ち上げ、

様々な取組みの呼び水的な活動を展開するとと

もに、計画推進に向けた自由闊達な意見交換を

行います。

こうした推進体制を構築し、中心市街地に関

係する主体が一丸となって総力戦で取組むこと

により、中心市街地の活性化を目指します。

最後に、策定過程で多大なご指導・ご鞭撻を

いただいた国、岐阜県及び診断・助言事業の専

門家の皆さまには、この場をお借りして厚く御

礼申し上げます。ありがとうございました。

（こばやし　たかお）


